
→

→

→

窓　　口

→

→

→

窓　　口

内　　容

窓　　口

●税
ぜ い

の控除
こ う じ ょ

・減免
げ ん め ん

　普通障がい者として所得額から
　２６万円が控除されます。

扶養親族（配偶者を含む）に精神保健福
祉手帳１級を所持している方がおられ、
同居している場合

　納税者の所得額からさらに
　２３万円が控除されます。

　特別障がい者として所得額から
　４０万円が控除されます。

　普通障がい者として所得額から
　２７万円が控除されます。

　納税者の所得額からさらに
　３５万円が控除されます。

所得
し ょ と く

税
ぜ い

の控除
こ う じ ょ

住民税
じ ゅ う み ん ぜ い

の控除
こ う じ ょ

扶養親族（配偶者を含む）に精神障害者
保健福祉手帳１級を所持している方が
おられ、同居している場合

精神障害者保健福祉手帳１級

内　　容

納税者が障がい者である場合、または扶養親族（配偶者を含む）に障がい者がいる場合
に、納税者の所得額から障がいの程度に応じた額が控除されます。

精神障害者保健福祉手帳２・３級

精神障害者保健福祉手帳２・３級

納税者が障がい者である場合、または扶養親族（配偶者を含む）に障がい者がいる場合
に、納税者の所得額から障がいの程度に応じた額が控除されます。

 確定申告の場合・・・国税相談専用ダイヤル　ＴＥＬ　０５７０－００－５９０１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(自動音声案内にしたがって操作してください)
 源泉徴収の場合・・・勤務先の給与担当者

精神障害者保健福祉手帳１級
　特別障がい者として所得額から
　３０万円が控除されます。

相
そ う

続
ぞ く

税
ぜ い

の控除
こ う じ ょ

相続または遺贈によって財産を得た障がい者が民法にいう相続人に該当する場合は、次
の額にその方が満７０歳になるまでの年数を乗じて算出した金額が、相続税から控除され
ます。
　① 精神障害者保健福祉手帳　１級の人　　　　  →　２０万円
　② 精神障害者保健福祉手帳　２・３級の人　　   →　１０万円

彦根税務署　　ＴＥＬ　０７４９－２２－７６４０(自動音声案内にしたがって操作してください。)

内　　容

愛荘町税務課　　　　　ＴＥＬ　０７４９－４２－７６９０　ＦＡＸ　０７４９－４２－７１１７

※ただし、年末調整や確定申告で所得税での控除を受けている場合は、住民税の手続き
は不要です。
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内　　容

対　　象

窓　　口

内　　容

　□　精神障害者保健福祉手帳　（原本） 　□　納税通知書

　□　運転免許証 （表裏の写しでも可） 　□　減免申請書（県税事務所備え付け）

　□　自動車検査証 （写しでも可） 　□　生計同一証明書（愛荘町福祉課）

　□　障がい者が継続して使用していることの分かる証明（通院・通学・通勤・通所）

内　　容

　□　精神障害者保健福祉手帳　 　□　納税通知書および納付書

　□　運転免許証 （運転される方のもの） 　□　減免申請書

　□　自動車検査証 （車検証のコピー）

申請期間

窓　　口

家族の方が運転される場合は、通勤通学、通院、通所証明書、家族以外が運転する場合
は、常時介護が必要である旨の証明書が必要です。

自動車
じ ど う し ゃ

税
ぜ い

の減免
げ ん め ん

滋賀県東北部県税事務所　湖東納税課
                                   ＴＥＬ　０７４９－２７－２２０６　ＦＡＸ　０７４９－２６－３３９１
（滋賀県内の各県税事務所・自動車税事務所（守山）での受け付け可能）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    　ＴＥＬ　０７７－５８５－７２８８
生計同一証明書の発行・・・愛荘町福祉課　　ＴＥＬ　０７４９－４２－７６９１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 　   　ＦＡＸ　０７４９－４２－５８８７

窓　　口

自動車税が減免される場合があります。
減免対象となる自動車は、原則精神障害者保健福祉手帳（１級）をお持ちの方と生計を同
一にしている方が所有している車に限ります。
＊自動車税は、当該年度の4月1日現在の所有者に対して賦課（課税）されます。
一定の要件がありますので、詳しくは下記窓口にお問い合わせください。

５月に納税通知書および納付書がお手元に到着してから、納付期限７日前までに申請して
ください。

軽
け い

自動車
じ ど う し ゃ

税
ぜ い

の減免
げ ん め ん

愛荘町税務課 　　　　　ＴＥＬ　０７４９－４２－７６９０　　ＦＡＸ　０７４９－４２－７１１７

必要書類

軽自動車税が減免される場合があります。
減免対象となる自動車等は、原則として精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方と生
計を一にしている方が所有している車に限ります。
＊軽自動車税は、当該年度の4月1日現在の所有者に対して賦課（課税）されます。
障がい者お一人について普通乗用車を含めて一台のみの減免となります。詳しくは下記
窓口にお問い合わせください。

必要書類

対象者に対して生前に信託受益権の贈与を行う場合、一定の条件の下に贈与税が非課
税になります。

贈与税
ぞ う よ ぜ い

の控除
こ う じ ょ

精神障害者保健福祉手帳１級の人

国税相談専用ダイヤル　ＴＥＬ　０５７０－００－５９０１（自動音声案内に従って操作してくだ
さい）
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内　　容

対　　象

窓　　口

内　　容

対　　象

必要書類

窓　　口

窓　　口

内　　容

１種 … 本人とその介護者１名が乗車する場合

（１級） → ５割引

→ ５割引

本人のみで乗車する場合

→ ５割引

２種 … 本人のみで乗車する場合

（2・3級） → ５割引

使い方

次のいずれかに該当する方
　・年齢が５０歳以上である
　・要介護認定または要支援認定を受けている
　・障がい者である
　・要介護認定または要支援認定を受けている親族、障がいのある親族、６５歳以上
　の親族のいずれかと同居している

所得税
し ょ と く ぜ い

の軽減
け い げ ん

（バリアフリー改修
か い し ゅ う

工事
こ う じ

特別
と く べ つ

控除
こ う じ ょ

）

＜特定増改築等住宅借入金等特別控除＞
バリアフリー改修工事を含む増改築を行った方で、下記対象に該当し、工事に係る資金に
ついて、借入金があって一定の要件を満たす場合は、所得税額から１年間で最高１２万５
千円控除されます。
※対象となる工事の要件など、詳細については税務署へお問い合わせください。

●行動範囲の拡大

内　　容

義足や人工関節を使用している人、内部障害者難病のある人、又は妊婦
初期の人など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている人が、
周囲の人に配慮を必要としていることを知らせるマークです。希望される人
に無料でお渡しします。

国税相談専用ダイヤル　ＴＥＬ　０５７０－００－５９０１（自動音声案内に従って操作してください）

愛荘町役場福祉課　　　　　ＴＥＬ　０７４９-４２-７６９１　ＦＡＸ　０７４９-４２-５８８７

ヘルプマーク

駐車禁止の対象除外
ち ゅ う し ゃ き ん し の た い し ょ う じ ょ が い

下記の精神障害者保健福祉手帳を所持する方の利用する車が、駐車禁止の対象から除
外されます。下記窓口にて証明書を発行します。

精神障害者保健福祉手帳1級の所持者

□　精神障害者保健福祉手帳　　　　　□免許証　　　　□自動車検査証

東近江警察署交通課　　ＴＥＬ　０７４８－２４－０１１０　ＦＡＸ　０７４８－２４－０１４３

普通乗車券・回数乗車券

定期乗車券

普通乗車券 片道100ｋｍ（他鉄道通算）を超える場合のみ

普通乗車券 片道100ｋｍ（他鉄道通算）を超える場合のみ

乗車券購入前にＪR・近江鉄道各駅窓口にて手帳を提示ください。

ＪＲ線
せ ん

・近江
お う み

鉄道
て つ ど う

線
せ ん

旅客
り ょ か く

運賃
う ん ち ん

の割引
わ り び き

ＪＲ線・近江鉄道線の乗車運賃が下記のように割引されます。

対　　象

精神障害者保健福祉手帳所持者
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内　　容

対　　象

窓　　口

使い方

内　　容

対　　象

窓　　口

内　　容

対　　象

窓　　口

自動車
じ ど う し ゃ

燃料
ね ん り ょ う

費
ひ

、タクシー運賃
う ん ち ん

の助成
じ ょ せ い

障がいのある人や高齢者など、移動に配慮が必要な方が使いやすい駐車場になるよう、
車いすマーク等の駐車区画を利用いただくための利用証交付する制度です。

バスを利用する時、普通旅客運賃が５割引になります。

精神障害者保健福祉手帳の所持者

バス乗車時に手帳を提示してください。

必要書類

①～③は手帳の写し　　　　　　　　　　④は特定疾患医療受給者証等の写し

⑤は介護保険被保険者証の写し　　　⑥は母子健康手帳の写し

精神障害者保健福祉手帳所持者で在宅生活されている方。
※ただし、自動車燃料費助成事業の対象者は、精神障害者保健福祉手帳１級の方に限り
ます。

愛荘町役場福祉課　　　　ＴＥＬ　０７４９-４２-７６９１　ＦＡＸ　０７４９-４２-５８８７

・タクシー乗車の精算時にチケットを提示ください。
　なお、町と協定締結している業者に限ります。
・タクシーの乗車１回につき助成券利用限度枚数は２枚とします。
・自動車燃料費助成については、町内の給油所において申請された自家用自動車に給油
した場合に限ります。（領収書を添えて年度内に請求してください）
・タクシー運賃助成利用の方は、タクシー乗車時に手帳を提示することにより、タクシー運
賃の割引と一緒に利用できます。

⑦～⑧は医師の診断書・意見書および身分証明書

滋賀県健康医療福祉部健康福祉政策課
〒520-8577　　大津市京町四丁目１番１号
ＴＥＬ０７７－５２８－３５１２　　　ＦＡＸ０７７－５２８－４８５０

自動車燃料費またはタクシー運賃のいずれかを助成します。
自動車燃料費は年間７，２００円の金額助成、タクシー運賃は年間１４，４００円（６００円×
２４枚）のチケットによる助成をします。
※年度の途中で助成決定となった場合は、決定月から年度末までの分を月数割りで運賃
助成券を交付します。

近江
お う み

鉄道
て つ ど う

バス・湖
こ

国
こ く

バス運賃
う ん ち ん

の割引
わ り び き

① 身体障害者手帳所持者で一定の障害区分および要件を満たすもの
② 療育手帳所持者で程度が「Ａ１」「Ａ２」または「Ａ」の方
③ 精神保健福祉手帳所持者で区分が「2級」以上の方
④ 難病患者の場合は特定疾患医療受給者等の方
⑤ 高齢者の場合は要介護状態区分が「要介護１～５」の方
⑥ 妊産婦の場合は母子手帳取得時～産後１年の方
⑦ けが人の場合は一時的に移動の配慮が必要な方
⑧ その他、上記以外の歩行困難者で、駐車場の利用に配慮が必要と認められる方

滋賀県
し が け ん

車
く る ま

いす使用
し よ う

者
し ゃ

等
と う

用
よ う

駐車
ち ゅ う し ゃ

場
じ ょ う

利用
り よ う

証
し ょ う

制度
せ い ど
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内　　容

対　　象

使い方

内　　容

対　　象

使い方

その他

内　　容

対　　象

窓　　口

使い方

備　　考

内　　容

対　　象

窓　　口

内　　容

対　　象

窓　　口

割引率は利用される航空会社により異なります。
詳しくは各航空会社に直接問い合わせてください。

必要書類

●公共料金の割引等

ＮＨＫ放送受信料の減免
Ｎ Ｈ Ｋ ほ う そ う じ ゅ し ん り ょ う の げ ん め ん

□　印鑑

予約型乗合
よ や く が た の り あ い

タクシー（愛称
あ い し ょ う

：愛
あ い

のりタクシー）運賃
う ん ち ん

の割引
わ り び き

メーター表示額より １０％ の割引になります。

タクシー運賃の割引
う ん ち ん の わ り び き

国内航空線を利用する時に、割引が適用されます。

航空旅客運賃の割引
こ う く う り ょ か く う ん ち ん の わ り び き

携帯
け い た い

電話
で ん わ

基本
き ほ ん

料
り ょ う

等
な ど

の割引
わ り び き

精神障害者保健福祉手帳所持者

タクシー乗車時に手帳を提示ください。

各航空券販売窓口

携帯電話の基本料等が割引されます。
割引内容は各携帯電話会社によって異なります。詳しくは各店舗へお問い合わせくださ
い。

　愛荘町福祉課　　　　　　ＴＥＬ　０７４９－４２－７６９１　ＦＡＸ　０７４９－４２－５８８７

ＮＨＫの放送受信料が半額または全額免除されます。

＜ 全額減免 ＞
　精神障害者保健福祉手帳所持者のいる世帯で、かつ、世帯を構成するすべての人が
町民税非課税の場合
＜半額免除＞
  精神障害者保健福祉手帳1級の人で世帯主の場合

精神障害者保健福祉手帳所持者

満３歳以上の精神障害者保健福祉手帳の所持者　　（有効期限内の手帳に限る）
　「本人・介護人1名」に適用

障がいのある人とその(※)介護者は、運賃が大人普通料金の半額になります。
（※介護者は、身体障害者手帳・療育手帳の１種介護付　表示者のみ）

精神障害者保健福祉手帳の所持者

予約型乗合タクシーのご予約は近江タクシー(株)（ＴＥＬ：0749-22-1111　）まで。また、タク
シー乗車時に手帳を提示ください。

・予約型乗合タクシーは完全予約制ですので、予約のない便は運行しません。
・運行車両は全て車イスに対応していますが、折りたためない車イス（電動車イス
　等）は、対応できません。予め、ご了承お願いします。

航空券販売窓口で手帳を提示してください。

□　精神障害者保険福祉手帳

携帯電話各社の支店、各社電話取扱店等
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内　　容

対　　象

必要書類等

窓　　口

内　　容

対　　象

内　　容

窓　口

対　　象

窓　　口

内　　容

対　　象

窓　　口

　愛荘町福祉課　　　　　　ＴＥＬ　０７４９－４２－７６９１　ＦＡＸ　０７４９－４２－５８８７

●日常生活の支援

一割の自己負担で下記の日常生活用具の交付が受けられます。事前申請・承認が必要と
なりますので下記窓口へご相談ください。

　・　火災警報器
　・　自動消火器
　・　電磁調理器

内　　容

電話
で ん わ

番号
ば ん ご う

の無料
む り ょ う

案内
あ ん な い

用具の種類ごとに細かな要件があります。下記の窓口へお問い合わせてください。

日常
に ち じ ょ う

生活
せ い か つ

用具
よ う ぐ

の給付
き ゅ う ふ

ラポール秦荘けんこうプール　（〒529-1206　愛荘町蚊野2978番地1）
　  ＴＥＬ　０７４９－３７－４７７７　ＦＡＸ　０７４９－３７－４７７８

ラポール秦
は た

荘
そ う

けんこうプールの入場
に ゅ う じ ょ う

料
り ょ う

の割引
わ り び き

最寄のＮＴＴ支店
もしくは、下記に連絡すれば申込書が送られてきます。
　● ＮＴＴ西日本ふれあい案内担当　　ＴＥＬ　０１２０-１０４１７４

精神障害者保健福祉手帳所持者

電話番号を無料で案内します。

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定疾患医療受給者証をお持
ちの方および必要な介助者１名（高校生以上）については、利用者各区分の半額です。

①入場料・使用料が無料になる施設
　　・ 醒井養鱒場　　　　　        ＴＥＬ　０７４９－５４－０３０１　   ＦＡＸ　０７４９－５４－０３０２
　　　   観光案内　           　    ＴＥＬ　０７４９－５４－２７１５
　　・ 近代美術館　 　　         　ＴＥＬ　０７７－５４３－２１１１ 　  ＦＡＸ　０７７－５４３－４２２０
　　・ 陶芸の森陶芸館　　        ＴＥＬ　０７４８－８３－０９０９　   ＦＡＸ　０７４８－８３－１１９３
　　・ 安土城考古博物館       　ＴＥＬ　０７４８－４６－２４２４     ＦＡＸ　０７４８－４６－６１４０
　　・ 県立障害者福祉センター ＴＥＬ　０７７－５６４－７３２７   　ＦＡＸ　０７７－５６４－７６４１
　　・ 琵琶湖博物館       　      ＴＥＬ　０７７－５６８－４８１１   　ＦＡＸ　０７７－５６８－４８５０
　　・芸術劇場びわ湖ホール　  ＴＥＬ　０７７－５２３－７１３３
　　・びわ湖こどもの国　　　　　 ＴＥＬ　０７４０－３４－１３９２
　　・希望が丘文化公園　　　　  ＴＥＬ　０７７－５８６－２１１１

下記の施設で入館時に手帳を提示すれば、入場料が無料または割引されます。

精神障害者保健福祉手帳

県立施設入場（館）料の割引
け ん り つ し せ つ に ゅ う じ ょ う （ か ん ） り ょ う の わ り び き

重度
じ ゅ う ど

身心
し ん し ん

障
し ょ う

がい者
し ゃ

緊急
き ん き ゅ う

通報
つ う ほ う

システム
急病などの緊急事態に胸にかけたペンダントまたは押しボタンを押すと緊急通報が発信さ
れます。

緊急通報を発した場合、近隣協力者等関係機関の居住地内への立入りを認め、かつその
際住居等の一部に破損が生じても､一切修復責任を問わない旨の承諾ができる人で、下
記に該当する人。利用料は月額150円です。（通信料は自己負担）
① 満６５歳以上の独居･高齢世帯で常時注意を要する人
② 在宅・独居の重度障がい者および重度障がい者世帯（精神障害者保健福祉手帳　１
級、２級）

愛荘町役場福祉課　　　　　ＴＥＬ　０７４９-４２-７６９１　ＦＡＸ　０７４９-４２-５８８７
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